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船舶インシデント調査報告書 

 

                              平成３０年３月７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成２９年９月２１日 ０６時２０分ごろ 

発生場所 福島県相馬
そ う ま

市鵜
う

ノ
の

尾
お

埼東方沖 

 鵜ノ尾埼灯台から真方位０８５°３３.７海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３７°５２.２′ 東経１４１°４１.７′） 

インシデントの概要  漁船第十二観音
かんのん

丸は、えい
．．

網中、主機が異音を発して停止し、運航

不能となった。 

インシデント調査の経過  平成２９年１０月１１日、本インシデントの調査を担当する主管調

査官（仙台事務所）を指名した。 

 なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第十二観音丸、４２トン 

 １３０７４３、個人所有   

 ２２.００ｍ（Lr）×４.８０ｍ×２.１５ｍ、軽合金 

 ディーゼル機関、５６６kＷ、平成元年１２月 

 乗組員等に関する情報 機関長 男性 ４３歳 

 五級海技士（機関）（履歴限定、機関限定） 

免 許 年 月 日 平成９年６月２６日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２９年６月２２日 

  免状有効期間満了日 平成３４年６月２５日 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ 

 インシデントの経過  本船は、船長及び機関長ほか４人が乗り組み、網口開口板式の沖合

底引き網漁の目的で相馬市松
まつ

川浦
かわうら

漁港を出港し、平成２９年９月２１

日０５時１５分ごろ鵜ノ尾埼東方沖の漁場に到着して操業を開始し

た。 

本船は、南方に向けてえい
．．

網中、操船中の船長が、主機の回転数が

低下し、異音が生じたので、煙突がある船尾側を見たところ、主機の

ミスト管出口から煙が出ているのを認め、機関長に点検を指示し、主
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機のクラッチを中立にした。 

機関長は、自室からすぐに機関室に向かい、主機の潤滑油圧力が低

下し、潤滑油の油量が減少しているのを認めて潤滑油の漏えい
．．

箇所等

を調査していた０６時２０分ごろ主機が停止した。  

船長は、主機の運転が困難との報告を機関長から受けて自力航行を

諦め、付近で操業中の僚船にえい
．．

航を依頼した。 

本船は、僚船にえい
．．

航されて１２時００分ごろ帰港し、乗組員及び

機関整備業者による主機等の点検が行われ、主機のシリンダライナ、

ピストン、クランク軸受等が焼損しているのが認められた。また、主

機の潤滑油溜
だ

まりタンクの低部と主機の船首下方にある潤滑油サブタ

ンクの上部との間をつなぐ配管に取り付けられた玉型弁（以下「本件

弁」という。）の弁棒部が、取付けねじ部で緩み、弁箱部から抜けて

船底に落ち、潤滑油が船底に漏えい
．．

していたことが判明し、修理され

た。 

（付図１ インシデント発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 

 

 主機は、平成２９年７月ごろに行われた定期修理ドック時に、潤滑

油が新替えされた。 

機関長は、本件弁が発電機下方の船底付近にあり、発電機が４年に

１回の定期検査時に陸揚げされるときに本件弁を目視により点検して

おり、平成２４年７月ごろに点検した際にも異状を認めなかった。 

本件弁は、本船の新造時に取り付けられたものであり、本インシデ

ント後の点検時、腐食等の異状が認められなかった。 

機関長は、本件弁の弁棒部が外れて抜け落ちていたことについて、

今までに経験したことがなく、抜け落ちた理由が分からなかった。 

機関長は、主機の潤滑油を潤滑油溜まりタンクと潤滑油サブタンク

との間を循環させようとして本件弁を常時開けた状態としていた。 

本件弁は、身体を船底と発電機との間に入れなければ直接点検でき

ない位置に取り付けられていた。 

機関長は、弁棒部が外れた本件弁から潤滑油が漏えい
．．

し、主機が潤

滑油量不足となって潤滑が阻害され、主機のシリンダライナ等が焼損

したと本インシデント後に思った。 

本船は、往航及び復航では主機を回転数毎分（rpm）約８８０にか

け、速力を約１１ノット（kn）（対地速力、以下同じ。）とし、また、

えい
．．

網中には主機を約７００rpmとし、速力を約５～６knとしてい

た。 

機関長は、ふだん、操業時など主機による本船の振動がかなりある

と感じていた。 

船長は、主機の警報装置の警報音を本インシデント当時に聞かなか

った。 

本インシデント後に主機を点検した機関整備業者の担当者は、長年
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の使用、振動等により、本件弁の弁棒部を取り付けるねじ部が緩み、

弁棒部が外れたのではないかと思った。 

 機関長は、出航前に主機を始動した際、特に異常を認めなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

あり 

なし 

 本船は、鵜ノ尾埼東方沖において、底引き網のえい
．．

網中、本件弁の

弁棒部が弁箱部から外れて脱落したことから、主機の潤滑油が機関室

へ漏えい
．．

して潤滑油量不足となり、主機の潤滑が阻害され、シリンダ

ライナ、ピストン、クランク軸受の焼損等を生じて主機の運転ができ

なくなり、運航不能となったものと考えられる。 

 本件弁は、新造以来の長年の主機の運転、振動等により、弁棒部の

締付けねじが緩んで弁棒部が脱落した可能性があると考えられるが、

弁棒部が脱落するに至った状況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本インシデントは、本船が、鵜ノ尾埼東方沖において、底引き網の

えい
．．

網中、本件弁の弁棒部が弁箱部から外れて脱落したため、主機の

潤滑油が機関室へ漏えい
．．

して潤滑油量不足となり、主機の潤滑が阻害

され、シリンダライナ、ピストン、クランク軸受の焼損等を生じて主

機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・主機の潤滑油の配管及び弁を定期的に点検すること。 

・主機の警報装置は、日頃から点検を行い、正常に作動することを

確認しておくこと。 
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付図１ インシデント発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インシデント発生場所 

（平成２９年９月２１日 

０６時２０分ごろ発生） 

× 

福島県 

鵜ノ尾埼灯台 

松川浦漁港 

相馬市 


